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第６期  清水町総合計画  基本計画 

 

▍ 第１編 安全・安心に暮らしつづけるまち 

第１章 協働による環境保全 

第２章 ごみの減量・再資源化の推進 

第３章 交通安全対策の推進 

第４章 防犯対策の強化 

第５章 消防・救急体制の充実 

第６章 消費生活の安心 

第７章 災害に備える取組みの推進 

 

▍ 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第１章 健康寿命の延伸 

第２章 高齢者福祉サービスの充実 

第３章 障がい者（児）の生活の充実 

第４章 安心のある生活への支援 

第５章 切れ目ない子育て支援の充実 

 

▍ 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第１章 地域とともに進める魅力ある教育の推進 

第２章 高校振興の充実 

第３章 文化芸術活動の推進 

第４章 スポーツ活動の推進 

第５章 生涯学習の推進 

 

▍ 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第１章 農業の生産基盤整備と経営基盤強化 

第２章 地場産品の振興 

第３章 商店街のにぎわい創出 

第４章 地域の潤いにつながる交流の展開 
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▍ 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第１章 道路整備と利便性の向上 

第２章 快適な市街地と都市計画 

第３章 公共交通の利便性向上 

第４章 人が集い憩える公園・緑地の維持 

第５章 住み続けたい住環境の整備 

第６章 移住・定住と交流 

第７章 安全な水道水の安定供給 

第８章 環境に優しい快適な下水道の整備 

 

▍ 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第１章 町民主体の住民活動 

第２章 広報広聴の充実による魅力の発見と情報発信 

第３章 町民参加のまちづくりの実現 

第４章 多文化共生の推進 

第５章 持続可能な行財政運営 

第６章 町有財産の適正管理と利活用 

第７章 広域行政の推進 

第８章 新たな生活様式の実現とまちのミライ
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▍ 現状と課題 
 

先人から受け継いだ豊かな自然を守り、次世代の町民へつなげていくことは町民の責務で

あり子どもから大人まで自然に触れる機会の創出や環境保全に対する意識を高めていく必要

があります。 

地球温暖化の急速な進行は、地球規模の異常気象や自然災害等の発生をもたらし全世界共

通の課題であり、主な原因とされている二酸化炭素等の温室効果ガス排出量の削減のため節

減や再生可能エネルギーの利用促進などをさらに実践していかなければなりません。 

国際的にも持続可能な開発目標（SDGｓ）やカーボンニュートラル宣言等の流れの中で、

地方自治体における環境対策の役割と責任が一層高まっており、地域特性を活かした自立的

な環境行動が求められています。 

▍ 基本的方向【自然環境に配慮する取組みが行われている】 
 

１．環境に関する学習・教育の充実を図り、環境保全意識を醸成します。 

２．不法投棄、ポイ捨て防止のため、定期的なパトロールによる監視・指導の徹底や看板設

置などの啓発を実践します。 

３．ゼロカーボンシティの実現に向け、省エネルギーの推進や、再生可能エネルギーの利用

を促進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 

クリーンデイの 

参加者数 
140人 200人 ― 

２ 

ボランティア清掃 

の実施件数 
91件 130件 

地域団体等の 

実施件数 

３ 
バイオガス プラント 

普及率 
29.99％ 50％ 

牛の糞尿受入頭数 

/牛の全頭数 

▍ 関連分野計画 
 

環境基本計画、一般廃棄物処理基本計画、バイオマス活用推進計画 

▍ 関連事業 
 

環境衛生一般事務、し尿収集及び運搬事業、バイオガスプラント利活用促進事業 

▍ ＳＤＧｓ (7.11.12.13.15) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第１章 協働による環境保全 
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▍ 現状と課題 
 

近年ごみの総排出量はほぼ横ばいで推移していますが、令和元年度より直営のごみ処理か

ら十勝圏複合事務組合（くりりんセンター）で広域処理を行い、ゴミ処理コストの減少を目

指しています。 

地域循環型社会を目指してリサイクルに特化した施設に改修したマテリアルリサイクル セ

ンターを活用し、リサイクルを促進し更なるごみの減量化を進めていく必要があります。 

▍ 基本的方向【自然環境に配慮する取組みが行われている】 
 

１．効率的なリサイクル施設の運営と再資源化率の向上を図ります。 

２．５Ｒの推進を町民・事業者・行政が連携し、それぞれが役割を担いながら、リデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）、リペア（修理）、リフ

ューズ（不要なものはもらわない）を積極的に取り組み、地域循環型社会の構築を推進

します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

２ 
資源リサイクル率 22.6% 30.0% 

リサイクル量 

/ごみ排出量 

２ 
町民一人１日あたりの 

ごみ排出量 
761g 650g 

家庭ごみ排出量 

/（人口×365） 

▍ 関連分野計画 
 

清水町分別収集計画 

▍ 関連事業 
 

ごみ収集業務、マテリアルリサイクルセンター施設運営事務 

▍ ＳＤＧｓ (7.11.12.13) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第２章 ごみの減量・再資源化の推進 
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▍ 現状と課題 
 

近年、高齢ドライバーによる運転操作誤りが原因の事故が増加し、高齢者が加害者にも被

害者にもなりうる交通事故が大きな社会問題になっています。本町では清水帯広線バス等の

公共交通を運行してはいるものの自家用車が日常の移動手段として重要なものであり、自ら

運転ができるうちは常用しているのが現状であるため、高齢ドライバーによる事故を防止す

るための支援策を推進する必要があります。 

交通の要衝である本町においては、通過車両に対する交通安全キャンペーン等の実施に加

え、町民が交通事故に『あわない・おこさない社会』を目指しています。 

▍ 基本的方向【交通安全が保たれる仕組みがある】 
 

１．警察や関係機関と連携した交通安全意識向上のための啓発、ライフステージに応じた交

通安全教育の充実を図ります。 

２．安全で円滑な道路交通の確保や歩行者の安全を確保します。  

３．地域と連携した町民参加型の交通安全対策を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
交通安全啓発活動 

の参加人数 
351人 355人 

年間啓発活動 

参加者人数 

１ 
交通安全教室の 

参加人数 
348人 350人 

学校・地域等での 

参加人数 

１ 事故発生件数 11件 0件 
町内で発生した 

人身事故件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町交通安全計画 

▍ 関連事業 
 

生活安全・交通安全事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第３章 交通安全対策の推進 
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▍ 現状と課題 
 

生活安全推進委員会を中心に関係機関と連携した巡回パトロールや子ども 110 番の家の設

置、登下校の見守り活動などを行っていますが、本町の犯罪発生件数は近年増加傾向にあり

ます。引き続き犯罪のない安心して暮らせる地域社会を築くために、町民一人ひとりの防犯

意識の向上とあわせて地域で見守る意識と生活安全推進委員会の活動の活性化を図るため、

体制の強化が必要です。 

また、防犯・防災面や衛生面で周辺の生活環境への影響が懸念されることから、市街地の

廃屋解体撤去事業を推進することが必要です。 

▍ 基本的方向【防犯体制が保たれる仕組みがある】 
 

１．町民の防犯意識の向上と地域住民による自主的な防犯活動を推進します。  

２．犯罪に巻き込まれないよう防犯に関する学習機会や情報の提供を行います。  

３．空家等に必要な対策を講じます。 

４．家庭・学校・地域との連携を強化し地域の見守り体制の充実を図るとともに子ども 110

番の家・店登録を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 防犯啓発活動人数 262人 500人 
地域防犯活動の参加

人数 

１ 

２ 
犯罪発生件数 20件 0件 

町内で発生した刑法

犯罪数 

４ 
子ども 110 番の家・ 

店登録数 
83件 100件 ― 

▍ 関連事業 
 

生活安全・交通安全事業、生活環境安全対策事業（廃屋解体撤去事業） 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第４章 防犯対策の強化 
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▍ 現状と課題 
 

火災件数は、全国的に住宅用火災警報器や防炎製品、安全装置普及など、より安全な社会

構造への変化に伴い減少傾向にありますが、本町においては人口規模に対して面積が大きい

ことや交通量が多い地域性などにより、野火火災や車両火災が多く、全国平均を上回ってい

ます。 

災害などから生命と財産を守るためには、継続的な火災予防広報活動や各種講習会の開催

などにより町民一人ひとりの日頃からの備えや、防火意識の高揚を図る必要があります。 

十勝管内 19 市町村の消防は「とかち広域消防事務組合」に統合し、119番通報の一元受理、

直近署所からのより迅速かつ効果的な災害出動体制で地域住民の安全・安心を守っています

が、近年、消防団員の確保が困難な状況にあるため、地域における消防団の存在意義の更な

る理解と継続的な団員の確保に努めるとともに、消防水利や消防・救急車両の計画的な整備

を進める必要があります。 

▍ 基本的方向【町民の安全・安心を守る消防・救急体制の充実】 
 

１．町民の防災意識の醸成と、消防団員との連携などにより地域防災力の強化を図ります。 

２．火災予防の徹底と住宅用火災警報器などの設置を促進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 消防団員の充足率 72％ 100％ 
加入団員数 

／定数 

１ 
救命講習の 

受講者数 
394人 1,000人 年間受講者数 

２ 
住宅火災報知機 

設置率 
72.8％ 90％ 

設置世帯数 

／世帯数 

▍ 関連分野計画 
 

消防署・消防団車両の更新整備計画、消防水利の整備事業及び維持管理計画、救急活動感染

防止対策計画、救急活動資機材等の整備計画、消防活動資機材等の整備計画 

▍ 関連事業 
 

御影消防庁舎建替事業、とかち広域消防事務組合負担金、清水・御影消防団事業、消防施設

整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第５章 消防・救急体制の充実 
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▍ 現状と課題 
 

近年インターネットの急速な普及などに伴い、子どもから高齢者まであらゆる世代の消費

生活の利便性が向上した反面、消費者をめぐるトラブルは複雑化し消費生活センターに寄せ

られる相談件数は年間70件弱で推移しています。 

様々なトラブルからあらゆる世代を守るために行政と地域が連携を強化した取組みが必要

となります。 

さらに、消費者自らがデジタル社会の進展に対応できる知識を身につけ、必要な情報を収

集して知識を習得するといった、自立した消費者を育成するために、消費生活に関する知識

向上と情報提供の機会を増やす取組みが必要となってきます。 

▍ 基本的方向【消費生活の安心が確保されている】 
 

１．関係機関と連携し、被害の早期発見と迅速な救済対策を行います。 

２．自ら考え判断できる能力を育成する授業や講座を開催し、児童生徒の段階から消費者意

識を醸成します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 救済金額割合 94％ 100％ 
救済金額 

/契約金額 

２ 
消費生活出前講座 

実施回数 
5回 20回 

学校・地域団体 

での実施回数 

▍ 関連分野計画 
 

消費生活基本計画 

▍ 関連事業 
 

消費経済費事務 

▍ ＳＤＧｓ (4.11.16) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第６章 消費生活の安心 
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▍ 現状と課題 
 

これまで本町では「平成28年台風10号大雨災害」や「北海道胆振東部地震」によるブラッ

クアウトなどの災害を経験してきました。これらの被災経験から得た教訓を風化させること

なく、防災・減災意識の普及啓発を一層推進するとともに、被害を最小限に食い止める初動

体制の確立や各種マニュアルの徹底など危機管理体制の充実強化を図らなければなりません。 

さらに、気候変動の進行に伴い、局地的豪雨や大型台風、突発的な自然災害などのリスク

が年々増大していることから、従来の災害対応に加え、災害の激甚化を前提とした防災・減

災体制の再構築が求められています。 

また、災害時に備えた非常用食糧と衛生用品等の生活必需品の計画的な備蓄や迅速な応急

復旧のための民間企業との協力体制の強化、災害時に支援が必要となる高齢者や障がい者な

どの避難行動を確保するための支援体制の充実、町民へ緊急情報などを確実に伝えるための

伝達体制の確立、自主防災組織結成の促進など、地域防災力の更なる強化・向上を図る必要

があります。 

▍ 基本的方向【地域に安心できる防災の仕組みがある】 
 

１．「自助」、「共助」、「公助」の基本理念に基づき自主防災組織の充実を図り、相互の

連携を深め総合的な地域防災力を強化します。 

２．防災行政無線をはじめとしたあらゆる手段を活用した確実な情報伝達を実施します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 自主防災組織率 50.76％ 65％ 
自主防災組織 

数／行政区数 

２ 
防災情報配信 

システム登録者数 
708人 850人 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域防災計画、清水町耐震改修促進計画、清水町強靭化計画 

▍ 関連事業 
 

防災対策事業 

▍ ＳＤＧｓ (11.13) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第７章 災害に備える取組みの推進 
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▍ 現状と課題 
 

本町における平均自立期間（健康寿命の指標とされている「要介護２以上」までの期間）

は、男性は82.2年で全国平均の 79.7年を上回っており、女性についても85.9年で全国平均の

84.0年を上回っています。 

特定健診受診率は46.5％で全国、全道平均より高いものの、十勝管内平均より低い状況に

あります。（令和５年度十勝平均52.1％、十勝19市町村中13位） 

生涯にわたり心身の健康を保つには、幼い頃からの適正な生活習慣や食習慣の確立、健診

の取り組みや心身の健康に関する情報共有など、町民一人ひとりが自らの健康づくりに関心

を持ち、健康意識を高める取り組みが重要です。 

また、高齢化の進行等により、町民が安心して医療を受けられるために在宅医療の重要性

が高まっていることから、町内の医療機関の安定的な医療体制の整備と、包括的な地域の在

宅医療体制の充実を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【心身ともに健康に暮らせる仕組みがある】 
 

１．町内医療機関と連携し健康診査や各種検診の受診率の向上に努め、健診データから自ら 

の健康状態を意識できるよう支援し、疾病予防や早期受診につなげ重症化を予防します。 

２．町内医療機関の機能充実と経営安定を支援します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 特定健診受診率 

46.5 

（令和５年度値） 
60.0% 

受診者数 

／国保加入者数 

１ 

健康教室・講話等 

実施回数 
181回 180回 

健康指導 

栄養指導 

１ 

平均自立期間 

（健康寿命の指標となる 

期間） 

男性82.2年 男性83.0年 

― 

女性85.9年 女性86.0年 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町健康増進計画、清水町保健事業実施計画（データヘルス計画）

清水町高齢者福祉計画・清水町介護保険事業計画、清水町食育計画 

▍ 関連事業 
 

健康診査事業、保健予防事業、地域医療対策事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第１章 健康寿命の延伸 
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▍ 現状と課題 
 

令和７年４月現在、本町の高齢化率は38.0％で全国的な動向と同様に少子高齢化と人口減

少の進行により支援を必要とする高齢者が増加傾向にあるため、地域包括ケアシステムを推

進し高齢者が住み慣れた町で安心して暮らし続けることができるまちづくりの実現が重要で

す。地域の困りごとを地域が福祉や医療などの関係機関につなげる橋渡しや、地域の見守り

サービス、在宅福祉サービスの提供で、高齢者が明るく活力に満ちた高齢期を過ごすことが

できるよう、生きがいや仲間づくりなどの社会参加の支援もさらに重要となってきます。 

▍ 基本的方向【老後不安なく暮らすことができる】 
 

１．介護予防や健康寿命の延伸に視点を置いた一貫した取組みを実践します。 

２．高齢者一人ひとりが地域社会の中で生きがいを持ち、支え合いながら活動する地域サロ

ンや地域カフェを充実します。 

３．認知症の正しい知識の普及や、認知症の方とその家族への支援体制の充実を図り、早期

対応に向けた医療機関との連携を継続します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
介護予防教室 

参加者数 
3,626人 4,000人 年間参加者数 

１ 
在宅福祉サービス 

登録者数 
262人 300人 

給食・移送・除 

雪サービス 

２ 地域カフェの回数 33回 48回 年間開催回数 

３ 
認知症サポーター 

養成講座 

4回 6回 年間開催回数 

209人 300人 年間登録人数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町高齢者保健福祉計画・清水町介護保険事業計画 

▍ 関連事業 
 

在宅福祉サービス事業、居宅介護支援・介護予防支援事業、地域カフェ事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第２章 高齢者福祉サービスの充実 
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▍ 現状と課題 
 

障がいのあるすべての人が、住み慣れた地域の一員として、安心して自分らしく暮らして

いくためには、乳幼児期、学齢期、就労期、老齢期といった一人ひとりのライフステージに

合わせて継続した関わりが不可欠です。同時に「地域での『障がい』に関する丁寧な支援を

少しずつ積み重ねていくこと」と、「お互いの立場や考えを知り、理解する機会や、気持ち

を共有できる経験をつくること」が求められています。 

一人ひとりやその家族が、就学・進学・就労といった場面で安心して次の一歩を踏み出す

ためには、福祉に限らない様々な関係機関と協力し合い、地域で支え合える関係づくりをど

のように築いていくのかが課題となっています。 

▍ 基本的方向【お互いに支え合い、自分らしく暮らし続けることができる】 
 

１．障がい者（児）自身とその家族の５年後・10 年後のライフステージを考えた「地域で

暮らし続けられる」支援を実施します。 

２．障がい者（児）とその家庭を社会全体で支え、個々の個性を伸ばしながら成長できるき

め細やかな支援と療育・教育環境を充実します。 

３．一人ひとりの課題に対して、障がい福祉の枠の中だけで考えずに、様々な社会資源を巻

き込んだ取組みを実行します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ きずな園の満足度 

児童89.7％ 児童90.0％ 
満足した人／ 

児童・保護者数 
保護者96.6% 保護者96.6% 

３ 
障がい者雇用に 

取り組む企業数 
4社 8社 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町障がい者基本計画、清水町障がい福祉計画、清水町障がい児福

祉計画 

▍ 関連事業 
 

障がい者支援事業（自立支援給付）、特別支援教育推進事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.10.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第３章 障がい者（児）の生活の充実 
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▍ 現状と課題 
 

人口減少や地縁・血縁による助け合い機能が低下するなか、一人ひとりが抱える「生きづ

らさ」は複合化・複雑化しており、様々な生活課題となっています。生活困窮、ひきこもり

（8050問題）など、地域で表出し続ける生活課題については、これまでの高齢者、障がい者、

子どもとそれぞれに切り分ける対応や支援では解決が難しくなってきています。 

社会福祉や社会保障の制度が充実して縦割り化が進んだことや、多様な家族形態、生活ス

タイルや考え方によるお互いへの寛容性や関心の低下なども、新たな課題となっています。 

▍ 基本的方向【地域のなかで支え合う仕組みがある】 
 

１．「生きづらさや関わりを拒否する人、孤立しがちで自ら声を発することが出来ない人」

がいることに気がつき、様々なつながりを活用して生活課題を解決できる地域をつくり

ます。 

２．子どもたちの学習支援や地域食堂など、自分が「支える側」にも「支えられる側」にも

なる、世代や分野を越えた交流・参加・学びができる地域コミュニティをつくります。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

生活支援コーディネート 

事業等から実現した 

事業件数 

3件 5件 

町民主体の 

話し合いで実現に 

つながった事業 

２ 
共生型つどいの場 

の利用者 
3,331人 4,800人 年間利用者数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町地域福祉実践計画、清水町高齢者保健福祉計画、清水町介護保

険事業計画、清水町障がい者基本計画、清水町障がい福祉計画、清水町障がい児福祉計画 

▍ 関連事業 
 

生活支援コーディネート事業、共生型つどいの場事業 

▍ ＳＤＧｓ 3.10.11 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第４章 安心のある生活への支援 



15 

 

 

 

▍ 現状と課題 
 

結婚から子育て期におけるきめ細やかな支援策を雇用や住宅施策などと横断的な連携を図

り、自らの希望に基づいて子どもを産み、安心して育てることができる環境づくりを今以上

に推進する必要があります。 

また、未来を担う子どもたちの健やかな成長のためには、子育ての負担軽減と就労の両立

のための様々な保育サービスや子育て支援の充実を図り、家庭、学校、地域そして企業が連

携しながら、社会全体で子どもを支える環境づくりが必要となります。 

▍ 基本的方向【親子ともに不安なく暮らす】 
 

１．男女の出会いや結婚の機会、子どもを持ちたいと希望する人への支援を創出します。  

２．出産から子育て、教育へとライフステージに合わせた切れ目ない支援を提供します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 合計特殊出生率 
1.34 

（H30～R4年値） 
1.50 

15～49 歳の女性の 

年齢別出生率の合計 

１ 
50歳時の未婚率 

(R2度国勢調査) 

男52.70% 男20.0% 
15～49歳の 

未婚率 
女40.26% 女13.0% 

２ 
ファミリーサポート 

提供会員数 
46人 40人 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町障がい児福祉計画、清水町子ども・子育て支援計画、

清水町健康増進計画 

▍ 関連事業 
 

結婚・少子化対策事業、子育て支援事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.4.5.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第５章 切れ目ない子育て支援の充実 
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▍ 現状と課題 
 

本町は、「心響」（心をかよわせ、響き合う感性豊かな教育）を教育理念とし、「しみず

教育の四季」を実践指標と定め、家庭・学校・地域が連携して新しい時代を生き抜くことが

できる子どもの育成を推進してきました。 

令和元年度からは地域とともにある学校づくりを目指し、コミュニティ・スクールをスタ 

ートさせ、家庭・学校・地域が一体となってより良い教育環境づくりに取り組んでいます。

近年、発達障がいなどの個別に支援を要する児童生徒が増加傾向にあり、一人ひとりが社 会

的自立に向けて、確かな学力や豊かな人間性を身に付ける支援体制やインクルーシブ教育の

更なる充実が求められています。また、時代の変化に対応した教育や、小学校と中学校の ９

年間を通じて、系統的で切れ目のない教育を行う小中一貫教育の推進と、部活動の地域展開

や複数校での活動などが必要になってきます。 

今後は、郷土を愛し、将来に向かい夢や希望を持ち、新たな道を切り拓くことができる力

を身に付けた子どもを育む教育を推進することが強く求められています。 

▍ 基本的方向【自ら学び取り組む環境がある】 
 

１．『心響』の理念の浸透と、しみず「教育の四季」の指標を実践します。 

２．歴史や地域資源を活かした学習「十勝清水学」による郷土愛を醸成します。  

３．学校施設の老朽化対策、適正規模・適正配置を計画的に検討します。 

４．少人数学級の推進や奨学金・義務教育費の負担を軽減します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

朝食を食べている児童

生徒の割合 

小学生95.1% 小学生100％ 
全国学力学習 

状況調査 
中学生91.1% 中学生95.0% 

１ 
学校に行くのは楽しいと 

思う児童生徒の割合 

小学生85.2% 小学生90％ 
全国学力学習 

状況調査 
中学生89.6% 中学生90％ 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、しみず「教育の四季」 

▍ 関連事業 
 

幼保・小連携教育推進事業、奨学金貸付事業、小中学校施設改修・整備事業 

▍ ＳＤＧｓ(4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第１章 地域とともに進める魅力ある教育の推進 
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▍ 現状と課題 
 

北海道清水高等学校は、昭和９年に開校して以来、平成９年に道内初の総合学科に転換す

るなど、西十勝の教育の中心校としてこれまで多くの人材を輩出してきました。学校の重点

目標である「自立・探求・創造」する力の育成を目指して、一人ひとりの希望に沿った進路

を実現するために様々な取り組みを行っています。 

近年、少子化や私立高校の無償化による影響もあり、清水高等学校の入学者減少が大きな

課題となっていることから、全国強豪の部活動をはじめ、地域みらい留学への参加、総合学

科ならではの系列ごとに専門的分野を学べることを最大限活かしつつ、清水高等学校振興会

を中心に地域をあげて支援する必要があります。 

～君の「やりたい」がここにある～をキャッチコピーとして、生徒の夢の実現のためにチ

ャレンジできる環境を整備し、町内事業所等との連携を強化するなど、町ぐるみで高校振興

に関わることがより重要になっています。 

▍ 基本的方向【地元の高校を守り育てる】 
 

１．生徒の学習意欲を掻き立てる学習環境整備を支援します。 

２．幼・保・小・中それぞれとの交流により清水高校をより身近に感じる機運を醸成します。 

３．保護者負担の軽減を図ります。 

４．清水高校の強みを生かした広報活動に取り組みます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 
幼保小中 

との交流回数 
９回 10回 ― 

３ 
清水高校支援 

（通学補助者数） 
20人 50人 ― 

― 町内企業への就職率 15％ 20％ 
町内企業への就職者

／清水高校卒業生 

▍ 関連事業 
 

高校振興事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11)

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第２章 高校振興の充実 
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▍ 現状と課題 
 

文化芸術は、人々に感動や楽しさをもたらし、創造性を育むものとして、豊かな生活を送

るために欠かせないものです。 

昭和 55 年、文化センターの完成を記念して始まった第九演奏会は、一般演奏会とともに

小・中・高校などでの第九合唱として継承されているのをはじめとして、さまざまな文化団

体やサークルが特色ある活動を行っています。 

今後も、多くの町民が第九をはじめ様々な優れた文化芸術に触れる機会を提供するととも

に、主体的な活動の輪が広がる支援と情報の発信提供が求められています。 

また、「十勝開墾会社農場畜舎」などの文化史跡を通して、町の開拓の歴史や先人の労苦

を学び、町民一人ひとりがわが町を愛し、誇りを持つことができるよう郷土文化として保全

し、後世に継承していく必要があります。 

▍ 基本的方向【文化や芸術に親しむ機会がたくさんある】 
 

１．多彩で優れた文化芸術活動に親しみを持ち鑑賞する機会を創出します。  

２．文化団体やサークル活動など、主体的な文化芸術活動への支援や第九文化継承を実施し

ます。 

３．ふるさとの歴史を郷土の文化として継承します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

２ 

文化会館 

利用者人数 
22,991人 25,300人 

年間利用者 

延べ人数 

２ 
清水・御影文化協会事業 

参加者人数 
2,589人 2,600人 

年間事業参加者 

延べ人数 

１ 

２ 

文化芸術の活動機会 

が提供されていると 

答えた人の割合 

53％ 

(令和2年度値) 
56％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画 

▍ 関連事業 
 

芸術文化活動奨励事業、郷土文化振興事業、芸術鑑賞事業、第九文化継承事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第３章 文化芸術活動の推進 
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▍ 現状と課題 
 

スポーツやレクリエーションは、体力の向上や健康の保持・増進といった健康寿命の延伸

だけではなく、生きがいづくりや町民のコミュニケーションの場としても重要な役割を担っ

ています。 

『アイスホッケーのまち』として今後もアイスホッケーをはじめ、各種スポーツに対する

関心の高まりが期待されます。町民が気軽にできる軽スポーツを普及させスポーツに対する

意識を高めるとともに、競技力の向上を目指しジュニア期を含めスポーツ活動を推進する必

要があります。 

また、老朽化により建替えが必要な体育館等の施設は、バリアフリーへの配慮や多面的な

施設となるよう、計画的な整備が今後重要となります。 

▍ 基本的方向【充実したスポーツ活動ができる】 
 

１．安全で安心なスポーツ活動ができる環境を整備します。  

２．青少年スポーツ活動を支援します。 

３．競技普及に向けた支援や各種スポーツの指導者を養成します。 

４．気軽にできる軽スポーツの普及を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 

３ 
体育館利用者人数 29,234人 29,300人 

年間利用者 

延べ人数 

３ 
アイスアリーナ 

利用者人数 
28,591人 28,600人 

年間利用者 

延べ人数 

２ 

３ 

体育協会事業 

参加者人数 
1,844人 1,900人 

年間事業参加者 

延べ人数 

２  

４ 

スポーツの活動機会が 

提供されていると 

答えた人の割合 

53％ 

(令和2年度値) 
57％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画 

▍ 関連事業 
 

少年スポーツ奨励事業、小中学生スポーツ活動送迎事業、一般スポーツ奨励事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第４章 スポーツ活動の推進 
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▍ 現状と課題 
 

ゆとりと生きがいのある暮らしが望まれる中、健康づくりや趣味、教養を高める学習活動

への関心は高まっていますが、日常生活の忙しさや活動のきっかけを得られないことで、町

民の学習活動が停滞することが懸念されます。 

多くの町民が、自主的・主体的に学ぶことができるよう学習情報を発信するとともに、公

民館や図書館・郷土史料館で多様な人が学習することができる環境づくりを進める必要があ

ります。 

生涯を通じて学び続け、学びの成果がまちづくりに活かされることは大変重要であり、生

涯学習ボランティア活動や子ども会活動など、地域の繋がりの中で青少年の学習活動を支え

たり、世代を越えて学びあい、教えあう機会を創出することが重要となります。 

▍ 基本的方向【自ら学び取り組む環境がある】 
 

１．町民のニーズや時代の変化に応じた学習情報の提供と学習環境を創出します。 

２．身につけた知識や経験を活かし、主体的にまちづくりや地域活動などに参画できる場を

拡充します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

２ 
公民館利用者人数 30,429人 30,500人 

年間利用者 

延べ人数 

１ 
図書館・郷土史料館 

利用者人数 
6,010人 6,450人 

年間利用者 

延べ人数 

１ 

町内の公立施設の講座等で

学習を行ったと 

答えた人の割合 

17％ 

（令和２年度値） 
20％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画、子どもの読書活動推進計画 

▍ 関連事業 
 

図書館資料整備事業、中央公民館事業、御影公民館改修事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第５章 生涯学習の推進 
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▍ 現状と課題 
 

農業経営者の高齢化による離農や後継者不足により農家戸数が減少する一方で、大規模経

営が増加しています。大規模化は生産効率を上げるメリットがある反面、品質の確保や労働

力対策が必要となっています。今後は、農業基盤の計画的な整備と経営規模に見合った農地

集積、後継者・担い手の確保による農家戸数の維持やスマート農業の推進が必要となってき

ます。 

畜産ではＣＦＳ（豚熱）や高病原性鳥インフルエンザ等、家畜伝染病の発生により産業動

物を取り巻く環境は大きく変動しています。アニマルウェルフェアや周囲環境に配慮した、

安全な畜産物の供給が必要となります。 

食の安全に対する関心や健康志向の高まりから、完熟堆肥や堆肥ペレット、バイオガスプ

ラントから生産される消化液の有効性を更に広めて化学肥料に頼らない有機農業を推進する

ためには、畑作農家と畜産農家との耕畜連携を更に促進する必要があります。 

農業・農村が持つ多面的機能の維持と森林の機能保全・管理に一層努める必要があります。 

▍ 基本的方向【豊かなまちの農産品を実感できる】 
 

１．新規就農支援や後継者対策、就農希望者とのマッチング機能強化などの労働力確保を実

践します。 

２．持続性のある質の高い資源循環型農業を推進します。  

３．農村景観の維持保全に努めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 年間新規就農者数 0人 1人 ― 

２ 
デントコーン耕畜 

連携作付助成面積 
251.1ha 310.0ha ― 

― にんにく作付面積 20.56ha 60.0ha ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、バイオマス活用推進計画、バイオマスタウン構想、森林整

備計画 

▍ 関連事業 
 

担い手確保・経営強化支援事業補助金、酪農人材確保対策補助事業、多面的機能支払事業 

▍ ＳＤＧｓ (2.7.8.9.11.15) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第１章 農業の生産基盤整備と経営基盤強化 
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▍ 現状と課題 
 

本町の地場産品の振興を図るため「清水町食育推進計画（清水町地産地消推進計画）」で

は「食で育む豊かな心と元気なからだ」を基本目標にライフステージや生活シーンに応じた

食育を推進しています。食育には農業体験学習や地元の食材を再認識することが必要です。 

また、本町の工業は、農産加工を行う大手企業等、農業とともに地域経済を支える重要な

役割を果たしています。 

ＪＡ十勝清水町を中心とした十勝若牛やとれたんとブランドの推進、牛玉ステーキ丼や牛

とろ丼、十勝清水にんにく肉まつりなど基幹産業である農業や、豊かな自然や様々な地域資

源の食を活用した「十勝清水ブランド」を構築し、郷土愛と商業・工業・観光と連携した事

業展開が重要となってきます。 

▍ 基本的方向【誇りが持てる地域ブランドがある】 
 

１．農業を身近に感じる体験や学習機会を拡充します。 

２．地域資源を活かした質の高い農産物や加工品のブランド化、流通・販売と情報発信を強

化します。 

３．イベント等を通して良質な農産物の地産地消を進める「十勝清水ブランド」化を推進し

ます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
農村ホームステイ 

受入農家戸数 
19戸 30戸 受入登録戸数 

２ 

３ 

加工品の 

ブランド化数 
17品 22品 品目数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、産業振興ビジョン、バイオマス活用推進計画、清水町食育

推進計画 

▍ 関連事業 
 

新商品開発研究事業、清水町食育推進協議会交付金 

▍ ＳＤＧｓ (8.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第２章 地場産品の振興 
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▍ 現状と課題 
 

インターネットの普及による買い物の仕方の変化で、商業環境はさまざまな問題を抱えて

います。更に店舗の老朽化や後継者問題に加え、人口減少により 10 年前と比較して商業者

数は減少しています。 

商店街の活気と魅力向上のため、空き店舗の利活用、開業時のサポートやその後の支援体

制の充実、事業継承に向けての支援が今後重要になってきます。 

従来から、企業等の誘致、起業の支援に努めてきましたが、今後、テクノロジーの進化に

より、全国どこでも仕事をすることが可能な業種が増えてくることが想定されます。 

商店街のにぎわいを創出するためには、既存の商工業者に加え、新たな業種への支援も必

要となります。 

また、町内消費拡大を図るため地域活性化商品券の発行などの各種事業に取り組んでいま

すが、消費の偏りといった課題もあり、町内の消費拡大につながる施策がさらに求められて

います。 

▍ 基本的方向【にぎわいのある商店街がある】 
 

１．官民連携による商店街の空き店舗活用を推進し、まちなかのにぎわいを創出します。 

２．商工会と連携し安定した経営基盤の確立をサポートします。 

３．商業者が消費者とともに愛町購買運動を推進します。 

４. 企業等の誘致に努めるとともに、起業について支援を行います。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
空き店舗活用新規 

事業者数 
1件 5件 年間件数 

１ 
起業等による新規 

事業者数 
5件 5件 年間件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

地域活性化応援商品券事業補助金、清水町企業等スタートアップ支援事業補助金 

▍ ＳＤＧｓ (8.9.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第３章 商店街のにぎわい創出 
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▍ 現状と課題 
 

国道 38 号、274 号や道東自動車道など道央圏と接続する道東の玄関口である地理的利点

に加え、豊かな自然や食がまちの強みとして挙げられますが、それらを活かしきれていない

のが現状です。地元産品を地元で消費し更に町外へ魅力を発信することで、食を通じた交流

が広がります。これまで行ってきたや農産物の直売所など、魅力ある地元産品を発信する新

たな拠点が必要となってきます。 

また、豊かな眺望から厳選された清水四景＋１や、歴史的に価値のある史跡が数多く点在

している地域資源の魅力を最大限に引き出し、目的地となる産業観光資源の創出で雇用や町

内外からの消費の拡大を目指すことが重要となってきます。 

今後、まちのブランド力と発信力を高める取組みや更なる宿泊機能の充実が必要です。 

▍ 基本的方向【人が集う場所とイベントがある】 
 

１．観光のコンテンツづくりと推進体制の構築を官民連携で進め、滞在型観光による交流人

口や関係人口の増加を推進します。 

２．まちのブランド力と発信力を高める取組みを進めます。 

３．魅力ある地元産品を発信する新たな交流拠点づくりを進め交流による経済効果を高めま

す。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 観光入込客数 157,571人 201,102人 年間入込客数 

２ 
観光協会ホームページアク

セス数 
73,217人 75,000件 

年間 

アクセス数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、産業振興ビジョン 

▍ 関連事業 
 

観光振興事業、情報発信拠点整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (8.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第４章 地域の潤いにつながる交流の展開 
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▍ 現状と課題 
 

主要な幹線道路である２本の国道と８本の道道、道東自動車道のインターチェンジを有し、

札幌市や新千歳空港などの道央圏や、道東への交通アクセスの利便性が高いまちです。また、

広尾自動車道の延伸により様々な物流に対応できる交通の要衝として地理的優位性を持って

います。 

町道については、住民の日常生活や地域経済、地域間交流などを支える社会基盤である一

方、災害時等の円滑な緊急活動や避難経路としての機能を有しているが、経年劣化等の損傷

が著しく計画的な修繕や改修などの整備が必要であります。 

また、町道の適切な維持管理の継続により安全確保や利便性の向上を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【安全な交通網が保たれている】 
 

１．計画的な修繕による長寿命化と、安全で快適な道路網を整備します。 

２．橋梁の長寿命化と安全に通行ができるよう計画的に修繕を行います。 

３．冬季間の交通の安全を確保します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 町道の舗装率 62.3% 62.3% 

町道の舗装道路 

延長／町道の 

道路延長 

２ 橋梁修繕 9橋 17橋 ― 

２ 
町道わだち掘れ等 

舗装補修 
16路線 23路線 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町強靭化計画、橋梁長寿命化計画 

▍ 関連事業 
町道整備事業・道路新設改良費事務、除雪対策事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第１章 道路整備と利便性の向上 
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▍ 現状と課題 
 

市街地の商店街は、商品やサービスの提供はもとより、子どもから高齢者まで幅広い世代

が集まる身近な交流の場としての役割も担っています。 

今後、町全体の人口減少が見込まれる中、清水市街、御影市街、農村部それぞれが持つ価

値や機能、役割を活かしながら、まちづくりを進める必要があります。 

市街地には、人口減少や少子高齢化などに対応した居住機能や商業、医療福祉、公共交通

等の様々な都市機能が集約されています。清水市街地においては、ハーモニープラザなどJR

十勝清水駅周辺機能の充実が求められています。御影地区においては、住宅政策を中心に小

規模な市街地としての機能が求められています。 

今後、人口減少を前提とした、土地利用、都市計画が必要であり、高齢者から子育て世帯

など全ての世代にとって安心して快適に暮らせる生活環境づくりを町民とともに合意し、長

期的視点で「小さくても質の高いサービスを提供する」まちづくりの実現が重要となってき

ます。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．異世代が交流し、にぎわいと利便性の高いコミュニティを形成します。 

２．空地空家の利活用を促進します。 

３．活動・交流拠点の強化や生活サービス機能の集約・確保等により、利便性の高い生活圏

の維持形成を推進します。 

４．ユニバーサルデザインを取り入れた公共空間づくりを目指します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 都市計画区域内人口 5,124人 4,310人 清水市街地 

１ 御影市街地人口 1,696人 1,519人 
御影集落排水 

処理区域内人口 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（北海道決定） 

▍ 関連事業 
 

都市施設管理事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.8.9.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第２章 快適な市街地と都市計画 
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▍ 現状と課題 
 

帯広市近郊からの通勤・通学や、札幌市などの道央圏と繋いでいるＪＲや都市間バスなど

の公共交通機関は、生活の交通利便性を向上させています。清水帯広線バスなどは、高齢者

や障がい者、車を持たない方といった交通弱者の移動手段として重要な役割を担っています。 

また、日常生活を支える買い物銀行バスを運行し、町民誰もが快適に移動できる地域交通

網を構築していますが、今後高齢者世帯の増加や免許返納による交通弱者の増加により、コ

ンパクトな都市構造が求められるなか、町民の移動手段をより効果的に確保できる体制を整

えることが重要となってきます。 

▍ 基本的方向【交通の便が良く、移動しやすいと感じられる】 
 

１．ＪＲ、都市間バス、清水帯広線バスや買い物銀行バス等が連携し、利用しやすい地域交

通を構築します。 

２．十勝清水駅の利便性向上を図るため、ＪＲと連携し、バリアフリー化を進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 清水帯広線バス 1,789人 2,000人 年間利用者 

１ 買い物銀行バス 6,109人 6,500人 年間利用者 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

地域公共交通活性化事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第３章 公共交通の利便性向上 
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▍ 現状と課題 
 

清水市街を望む丘で春の桜をはじめ四季折々の景観を楽しむことができる清水公園は町内

外を問わず多くの人々の憩いの場で、季節を問わず多くの観光客が訪れています。今後さら

に町民が愛着と誇りを感じられるような交流の拠点となる公園整備が必要となってきます。 

市街地にある街区公園や緑地は、町民同士の交流や子どもの遊び場として利用されている

一方、災害時の避難場所としても役割を果たしています。街区公園の長寿命化を見据えた適

正な管理が必要となります。 

▍ 基本的方向【安心して憩うことができる】 
 

１．計画的な公園整備と適正な管理を行います。 

２．清水公園を町内外者の休憩型観光の拠点として整備します。 

３．子どもから高齢者の異世代が交流できる公園を整備します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 

３ 
清水公園入込客数 9,119人 9,321人 年間入込数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

清水公園再整備事業、公園・観光施設管理（公園遊具更新事業含む） 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第４章 人が集い憩える公園・緑地の維持 
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▍ 現状と課題 
 

本町の町営住宅は、居住者の状況に応じた適切な住まいを提供する住宅セーフティネット

としての役割を担っており、長寿命化計画に基づいた適正な管理・更新を進めています。現

在町営住宅全体の入居率は約74％で、ユニットバスを完備した町営住宅では約91％と高い入

居率で推移しています。今後は人口減少に伴い、管理戸数を減少させていく必要があるもの

の、現在入居者のおよそ半数が高齢者であり、今後益々その割合が高く推移することを踏ま

えると、高齢世帯等に対応したユニバーサルデザイン化を計画的に進めなければなりません。 

また、子育て世代の定住を促進しまちの活力維持を図るためには、民間企業と連携し様々

な世代の多様なニーズが実現される住環境の整備が益々求められてきます。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．民間活力を活用した住宅の供給を図り、世帯向けの賃貸住宅建設業者や個人住宅のリフ

ォームを支援します。 

２．老朽化が進む町営住宅の統廃合や更新を検討し、適正な供給量の確保と適切な維持管理

に努めます。 

３．全ての世代が快適で安心して暮らせることができ、移住・定住にもつながる住環境を整

備します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
移住定住賃貸住宅 

建設補助件数 
8件 14戸 年間助成件数 

２ 町営住宅戸数 520戸 414戸 年間管理戸数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町営住宅等長寿命化計画 

▍ 関連事業 
 

公営住宅等整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.10.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第５章 住み続けたい住環境の整備 
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▍ 現状と課題 
 

令和元年度は出生数と死亡数の差である自然増減がマイナス126人、転入者と転出者数の

差である社会増減がマイナス21人で合計１年間147人のマイナスとなり、人口減少が進む町

としてその対策が喫緊の課題となっています。 

子育て支援策をはじめとする福祉や教育支援に加え、若い世代が地元に戻りたいと思った

ときの受け皿となる雇用や新規就業支援事業や起業支援をさらに進めていく必要があります。

更に、都市地域から、地域おこし協力隊の採用を進め、新たな視点で地域協力活動を行いな

がら定住・定着を図る取り組みが引き続き必要となります。 

また交通の要衝である地理的優位性や豊かな自然や食などのまちの強みを活かし、交流人

口、関係人口の創出から移住・定住につなげる支援を積極的に進める必要があります。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．移住定住の情報発信と相談体制を強化します。  

２．住宅取得支援等の移住を推進する制度の強化を行います。 

３．多様な暮らし方や地域との関わり方に対応できるよう、町外からの来訪者が一定期間滞

在しやすい環境や仕組みづくりを進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 移住者数 44人 50人 
相談や各種施策を 

利用して移住した者 

２ 
奨励金交付件数 

（住宅取得） 
33件 40人 

移住定住世帯への 

年間交付件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

定住促進賃貸住宅建設補助金交付事業、マイホーム取得奨励金交付事業 

移住・定住促進事業、子育て移住体験事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第６章 移住・定住と交流 
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▍ 現状と課題 
 

水道事業は上水道事業（清水市街地区、下佐幌・人舞地区、熊牛・美蔓地区、御影市街地

区）として４地区あり、水道普及率は97.8％（令和６年度末現在）です。未普及地域の清水

地区郊外、御影、羽帯、旭山地区の農村地域へは浄水器設置補助を行い、水質基準に適合し

た飲用水の確保をしています。 

今後も、老朽化した水道施設や管路の更新等を計画的に進めていかなければならない中で、

人口減少等により料金収入も減少する見込みとなっており、経営環境はさらに厳しくなるこ

とが予想されます。 

このような状況においても、経営基盤の強化を図りながら安心・安全で安定した水道を、

将来にわたって持続的に経営する必要があります。 

 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．水質検査計画に基づく水質検査を徹底し、安心・安全な水を供給します 

２．老朽化した水道施設を計画的に更新や耐震化を行い、災害に強い水道を目指します。 

３．経営戦略を見直しながら持続可能でいつまでも安心して使い続けられる水道を目指しま

す。 

 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

３ 有収率 73.2% 85.0% 
有収水量 

/給水量 

▍ 関連分野計画 
 

水道事業経営戦略 

▍ 関連事業 
 

水道事業（資本的支出）、水道事業（未普及地域解消）、家庭用浄水器設置費補助事業 

▍ ＳＤＧｓ (6.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第７章 安全な水道水の安定供給 
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▍ 現状と課題 
 

下水道事業は公共下水道事業（清水市街地区）と集落排水事業（御影市街地区）の２つが

あり、計画区域内の水洗化率（令和６年度末現在）は98.2％です。農村地域については、生

活環境を改善するため、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽の設置を推進しており、

導入世帯への費用の一部を補助しています。また、雨水処理の整備が行われたことにより、

大きな浸水等は起こっていませんが、近年、記録的な豪雨も発生しており水害の危険性も増

してきています。 

今後も、経年劣化による雨水管・汚水管の更新や処理場の機器更新などを計画的に進めて

いかなければならない中で、人口減少等により料金収入も減少する見込みとなっており、経

営環境はさらに厳しくなることが予想されます。 

このような状況においても、経営基盤の強化を図りながら将来にわたって持続可能な下水

道経営をする必要があります。 

 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．環境衛生の向上を図り、快適で良好な生活環境を維持します。  

２．下水道施設の長寿命化や耐震化などの適切な維持管理を行います。 

３．経営戦略を見直しながら持続可能でいつまでも安心して使い続けられる下水道を目指し

ます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
汚水処理人口 

普及率 
91.0％ 93.0% 

公共下水・集落排水

浄化槽の汚水処理 

人口/総人口 

▍ 関連分野計画 
 

下水道ストックマネジメント計画、下水道事業経営戦略 

▍ 関連事業 
 

公共下水道事業（資本的支出）、集落排水事業（資本的支出） 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第８章 環境にやさしい快適な下水道の整備 
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▍ 現状と課題 
 

本町は２つの市街地と 13 の農村地域に分けられ、さらに細分化された 130 余の自治組織

で構成されています。少子高齢化により町内会等の会員数が減少するなか、関わり方やきっ

かけがわからない単身世帯や外国人居住者の増加によって未加入世帯が増加し、地域コミュ

ニティ活動が停滞している町内会等が生じています。 

地域コミュニティ活動は少子高齢化時代だからこそ、人と人を繋ぐ大切な活動です。町内

会等の未加入理由を解消するとともに、地域住民活動の拠点である集会所施設の長寿命化や

建替えなど活動環境の整備を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【地域のなかに支え合う仕組みがある】 
 

１．最も身近な組織で相互扶助の役割を果たす支え合いを推進します。  

２．地域コミュニティ活動拠点である施設を適正に配置します。   

３．参加したくなるような充実した町内会等活動を支援します。   

４．転入者とのつながりを強くするコミュニケーションを推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 町内会等加入率 
66.2% 100％ 

加入世帯数 

/総世帯数 

１ 

町ボランティア 

センター登録数 

17団体 23団体 ボランティア 

サークルの登録 

団体数及び人数 132人 160人 

▍ 関連事業 
 

住民活動事務、地域集会所維持管理事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第１章 町民主体の住民活動 
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▍ 現状と課題 
 

まちづくりへ町民参加を一層進めるためには、わかりやすくタイムリーな町政情報の共有

が重要です。これまで広報しみずをはじめ町ホームページの活用やソーシャルネットワーク

サービスなどあらゆる媒体を活用して発信してきましたが、引き続き「伝える」から「伝わ

る」情報発信を心がけます。 

「暮らしたい」、「訪れたい」と選ばれるためには、行政と町民がまちの魅力を共有し、

町民自らも町内外へ情報発信していくことが重要で、それがシティプロモーションにもつな

がります。 

今後も協働のまちづくりを進めていくために最も重要な町民一人ひとりの意見や要望に対

し、様々な手段を用いて共有できる広聴体制を引き続き推進していきます。 

▍ 基本的方向【町内外にまちの情報が行き届いている】 
 

１．特色あるまちの取組みや魅力を効率的に発信します。 

２．町民全体が情報発信の主体となり、住民の視点からの魅力を発信する機運を醸成します。 

３．町民が積極的にまちづくりに対して提言し、町政に参画しやすい手段を整えます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

町ホームページへ 

のアクセス数 
314,303件 350,000件 

年間 

アクセス数 

３ 

意見、提案情報の 

共有件数 
20件 30件 

広報レター・町民意

見提出制度の内容 

共有件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

情報発信事務（ホームページ等）、広報広聴事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第２章 広報公聴の充実による魅力の発見と情報発信 
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▍ 現状と課題 
 

町民と行政が一体となりまちづくりに取り組んでいくためには、町民の参加機会を拡大す

るとともに、それぞれが役割を認識し互いに補い合うことが必要不可欠です。町政を自分ご

ととして捉えられるよう、生活者視点の多様な意見を広く聴く町民参画の機会を広げる仕組

みを積極的に構築していくことが一層重要となっていきます。 

また、男女ともにそれぞれの個性や能力を発揮して活躍できる社会の実現に向けた取組み

により、仕事と子育て・介護等の両立、さらに男性の家事や育児などへの参画意識を高め、

女性の就労環境の整備が必要です。 

▍ 基本的方向【主体的にまちづくりに参加している】 
 

１．まちづくり基本条例に基づいた協働のまちづくりを実践します。 

２．まちづくりを自分ごととして捉えられる多様な対話を実現します。 

３．町民のアイデアを具現化できる仕組みづくりを進めます。 

４．男女共同参画社会実現に向けた取組みを進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 

無作為抽出による 

住民参加応募率 
0％ 5.0% 

応募者数/無作為 

抽出者数 

４ 

委員会・審議会等の 

女性登用率 28.4% 40.0% 

女性委員数/ 

全体委員数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町まちづくり基本条例、清水町男女共同参画基本計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

まちづくり基本条例事務 

▍ ＳＤＧｓ (5.11.16) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第３章 町民参加のまちづくりの実現 
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▍ 現状と課題 
 

近年外国籍の町民は増加傾向にあり、令和７年４月現在で310人と町の人口の3.6％を占め

ています。このように、外国人登録者の居住が増加するなか、共に安心して暮らせるまちづ

くりを目指して、多言語による行政情報の提供を行うとともに、窓口等で外国人への対応を

充実させるなど、言語や文化、互いの価値観などを認め尊重し合うことが重要となります。 

今後においても、異文化圏との交流を積極的に進め多文化共生社会の実現に向けて、取組

みを一層推進することが重要です。 

▍ 基本的方向【地域のなかに支え合う仕組みがある】 
 

１．福祉や医療、教育など外国籍町民が不安を感じることなく生活できる体制を整えます。 

２．行政情報の多言語化、外国人の窓口相談対応等を充実します。 

３．町内における異文化交流を推進します。 

 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

２ 

情報の多言語化アイテム数 7 増 

外国語表記や 

外国語対応機器の 

整備 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

交流事業（国際交流・各地清水会等）、情報発信事務（ホームページ等） 

▍ ＳＤＧｓ (4.10.11) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第４章 多文化共生の推進 
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▍ 現状と課題 
 

価値観の変化などの町民ニーズを的確に把握し、質の高い行政サービスを将来にわたって

提供する必要があります。 

本町の歳入は、国からの依存財源である地方交付税が約４割を占め、今後の景気状況など

により見通しは厳しいものがあります。また、少子化による生産年齢人口の減少の影響など

により自主財源である税収の減少も見込まれます。 

一方、歳出については、高齢化の進展による社会保障関係経費や公共施設などの老朽化対

策に係る経費の増加が予測され、財政運営は一層厳しさを増していきます。 

また、行政課題が多角化、複合化し、従来の組織体系で取組むことが困難な事例が増加し

ていることから、組織横断的に連携するスリムで機能的な行政機構を構築し、職員の資質の

向上を図り、「ひと・もの・かね」を最大限に活かした行政経営が求められています。 

▍ 基本的方向【信頼できる行政である】 
 

１．健全な財政運営を維持するため、財政収支のバランスを注視しつつ、安定的な財源の確

保を図り、最少の経費で最大の効果を挙げます。 

２．新たな行政課題や多様化する町民ニーズに対応できる、柔軟で合理的な組織構築と幅広

い視野と発想力でチャレンジする職員を育成します。 

３．新たな政策や条例、計画の策定について、決定過程を明確にした行政を実現します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 

実質赤字比率 

連結実質赤字比率 
黒字 黒字 

一般会計及び全 

会計の赤字比率 

１ 実質公債費比率 9.4% 12.5%未満 

一般会計の標準的な

年間収入が借金返済

に充てられた比率 

１ 将来負担比率 ― 35.0%未満 
将来負担すべき 

負債残高の比率 

▍ 関連分野計画 
 

行財政改革計画、公共施設マネジメント計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

職員研修事務、行政管理事務、財産管理事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第５章 持続可能な行財政運営 
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▍ 現状と課題 
 

サービスの充実と向上を図るため、各分野で整備してきた公共施設の老朽化に伴い維持や

更新が大きな課題となっていきます。 

貴重な財産である公共施設を次の世代に引き継ぐため、そのあり方や適切な規模について

人口ビジョンや将来に向けたニーズを検討し、総合的かつ計画的な適量化に取り組む必要が

あります。 

また、将来を見据えた基金の計画的な積立てと、行政サービスの向上にむけた有効活用が

必要です。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える・信頼できる行政である】 
 

１．町民参画を得て、将来の人口動態や行政コストから誰もが使いやすい施設整備、施設の

適正規模や配置等を見極めます。 

２．公共料金や使用料について受益者負担の公平性を確保します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
施設整備等 

計画の策定 
100％ 100％ 

公共施設 

個別施設計画 

▍ 関連分野計画 
 

清水町公共施設等総合管理計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

庁舎管理事務、総務課所管分普通財産事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第６章 町有財産の適正管理と利活用 
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▍ 現状と課題 
 

道路交通網などの社会基盤が整備され、町民の日常生活圏や経済活動の範囲は市町村の区

域を越えて広がり、行政運営や行政サービスも広域連携により効率的かつ効果的に取り組ん

でいます。十勝の中心的役割を担う帯広市と各町村が、それぞれの魅力を活かしながら役割

分担し、生活機能（医療、福祉、教育、産業振興、環境、防災）、結びつきやすいネットワ

ーク（地域公共交通、地産地消、移住交流）及び人材育成の強化の３分野 21 項目を十勝圏

域で連携し共同処理を行っています。 

これからも周辺市町村が持つ地域資源を有機的に結びつけ、まちの魅力と活力の向上に効

果的な広域連携が重要となってきます。 

▍ 基本的方向【スリムで効率的な行政である】 
 

１．関係市町村と機能分担や共同処理により行政サービスを向上します。 

２．持続可能な十勝を次世代につなぐため、自治体の垣根を越えた職員連携を図ります。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
十勝圏域で連携する 

取組み 
21項目 21項目 

十勝圏定住自立 

圏共生ビジョン

取組項目 

▍ 関連分野計画 
 

十勝定住自立圏共生ビジョン 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

広域振興事業（十勝圏等） 

▍ ＳＤＧｓ (11.16.17) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第７章 広域行政の推進 
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▍ 現状と課題 
 

令和元年度末に確認された新型コロナウイルス感染症は、世界中で感染が拡大し国内にお

いても多くの感染者が確認されているところですが、本町においても、令和２年 11 月に役

場内において集団感染事例が発生し、町民生活に大きな影響を及ぼしました。 

長期間にわたる外出自粛要請や学校及び事業者等への休業要請により、社会経済活動や教

育、労働、地域活動に大きな変化がもたらされました。 

感染拡大が一定の終息を見せた現在においても、テレワークやオンライン学習、非接触型

サービスの普及など、新型コロナウイルス感染症を契機に定着した生活様式の変化は継続し

ています。同時に、デジタル技術の急速な進展により、医療、行政、教育、買い物、移動と

いった生活のあらゆる場面でICT活用が進みつつあり、地域においてもその恩恵と課題が顕

在化しています。 

町の未来を示す第６期総合計画においては、「新たな生活様式」を持続可能で快適な暮ら

しを実現する契機と位置づけ、ICT・DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用した

まちづくりや、柔軟な働き方・学び方・関わり方を受け入れる地域社会を構築し、「まちに

気づく まちを築くとかち清水 ～想いをミライに繋ぐまち～」の実現を目指して歩み続ける

必要があります。 

新たな生活様式を取り入れながら、「自助」、「共助」、「公助」それぞれが相互補完し

あい、人との絆や心のつながりがあふれる地域コミュニティで住み続けたいと思えるまちを

築く必要があります。 

▍ 基本的方向【ミライに歩む仕組みがある】 
 

１. 迅速でわかりやすい情報共有に取り組みます。 

２．誰もが使いやすく、効率的な行政サービスを実現する行政のデジタル化を推進します。 

３．リモートワーク等の働き方改革、教育におけるＩＴ化導入を推進します。 

４．審議会等のオンライン導入による新たな町民参加機会を増幅します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

３  

４ 

授業や各種会議等の 

オンライン環境整備 
100％ 100％ ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町新型インフルエンザ等対応業務継続計画 

▍ 関連事業 
 

まちづくり基本条例事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.4.11) 

 第6編 多様なつながりで協働するまち 

第８章 新たな生活様式の現実とまちのミライ 


